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要旨：【目的】学童期の発達障がいをもつ子どもへの保健師の支援について，どの
ような動向があるのかを文献検討を通して明らかにしていく。【方法】本研究は文
献検討である。検索方法は，医学中央雑誌 Web 版，国立情報学研究所が提供する
国内刊行雑誌情報データベース（CiNii）を用いて，「発達障がい」または「発達障
害」，「保健師」，「支援」をキーワードに，Google Scholar を用いて，「発達障がい」
または「発達障害」，「学童期」または「就学後」，「保健師」，「支援」をキーワー
ドに，2005 年から 2016 年までの文献を検索し，統合した。【結果】文献検討の結
果，2007 年に 3 件，2008 年に 2 件，2009 年に 1 件，2012 年に 1 件，2015 年に 1 件，
2016年に2件の計10件の文献が検索された。研究方法は，すべて質的研究であった。

【考察】今回検索された文献からは，学童期の発達障がいをもつ子どもへの保健師
の支援について , 研究がほとんどされていない実態が明らかとなった。発達障がい
をもつ子どもと親への学童期支援において，発達障がい児者が「生涯を通して」「地
域のなかで」「その人らしく」生活できる地域社会の実現のために，保健師の専門
性である「みる」「つなぐ」「動かす」視点を持って，地域での生活を支える支援
システムを構築していくことが必要であると示唆された。
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Ⅰ．はじめに
　2005 年に発達障害者支援法が施行され，各都
道府県および市町村は，乳幼児健診時に発達障が
いを早期に発見し，発達障がい児者の乳幼児期か
ら成人期以降に続くライフステージを通した切れ
目のない支援体制の整備や関係機関の緊密な連携
を進めている（文部科学省，2004）。厚生労働省

（2014）は，障がいのある子への支援のあり方を
考えるうえで，「ライフステージに応じた切れ目
の無い支援（縦の連携）」「保健，医療，福祉，保育，
教育，就労支援等とも連携した地域支援体制の確
立（横の連携）」の重要性を報告している。しか
しながら，現状では，幼児期，学童期，青年期と
発達段階において，保健，医療，福祉，教育，労
働すべての分野における一貫性のある支援が途切
れやすいという課題がある。
　近年，3 歳児健診において発達に課題のある子
どもへの判断が困難な場合には，5 歳児健診が導
入されたことから，以前よりも判断が行われやす
くなった。加えて，発達課題のある子どもの就学
に向けた適切な移行支援・対応は，相談支援ファ
イルを活用した保育所・幼稚園・小学校が連携し
た取り組みが行われている（木村，2012）。しか
しながら，就学前から就学後の成長発達によるラ
イフステージの変化に伴い，様々な分野の専門職
が関わることは縦割り行政の問題もあり，保健，
医療，福祉，保育，教育の連携や協力が十分に行
われているとは言い難い。すなわち，乳幼児期か
ら学童期に至る連続した支援が途切れやすく継続
されにくい現状があると考えられる。
　松田ら（2007）や山田ら（1999）は，保健師と
養護教諭のネットワークが有機的でないことや，
個別性に応じた支援体制が市町村，学校によっ
て格差があると述べている。しかも，筆者自身が
市保健師として母子保健事業に携わった経験にお
いても学童期へ移行してからは，発達に課題のあ
る子どもに対する支援は学校保健分野の管轄とし
て，養護教諭等の教育機関に任されている現状で
あった。
　中井（2012）の学童期における発達障がいのあ
る子どもをもつ親のニーズ調査によると，「支援
体制の整備」「個別性に応じた支援」「親同士のつ
なぎ」に関するニーズが明らかとなっており，「将

来の不安への支援」「障害受容への支援」を求め
ていることが報告されている。中でも学童期の広
汎性発達障がいをもつ子どもの母親については，
乳幼児期から継続している困難に加えて，学齢期
特有の困難を体験しており，心理的な負担がある
と述べている（松岡ら，2013）。発達障がいをも
つ子どもと家族は学童期において，支援ニーズの
高い存在であることが考えられる。
　学童期は，発達障がいをもつ子どもが集団での
生活を通して，年齢と共に肉体的・精神的な成長
をとげ，今後の社会生活の基礎を築くうえで保
健・健康に関する教育や支援が重要な時期である

（中北，2012）。特に，発達障がいをもつ子ども
は，障がいの有無は外見から分かりにくく，生活
行動面や言語においては自立しているため，支援
の必要性が見過ごされやすい傾向がある（市川，
2009）。しかも就学前までに問題が顕在化せずに，
就学後の学習や学校生活の中で問題が生じること
も多いことが明らかになっている（高野，2007）

（神野ら，2007）（伊勢，2010）。一方で，小・中
学生の不登校の相談の背景には，就学前までは療
育の対象として把握されていなかった軽度発達障
がいの可能性が疑われる事例も多くある（澤登，
2007）。中でも，知的障がいを伴わない発達障が
いの子どもは小学校低学年から不登校の出現が多
い傾向を示していることも報告されている（宮本，
2012）。加えて，孤立感・自信喪失・無力感・怒
りといった情緒面の問題が蓄積されていくと述べ
ている（須見，2011）。発達障がいをもつ子ども
自身が抱えている困難や不安については理解され
にくく見逃しされやすいことから，保健師や各分
野の支援者が連携，協力し，乳幼児期から学童期
に至るまで，一貫性のある適切な支援が必要不可
欠であると考えられる。
　発達障害者支援法では，乳幼児期から成人期ま
で地域における一貫した支援体制の整備が期待さ
れており，関係機関の連携が明記されている（文
部科学省，2004）。しかしながら，推奨されるモ
デルは提唱されておらず，保健師による学童期の
発達障がいをもつ子どもへの支援については明確
な記載はない。今後，学童期において発達障がい
をもつ子どもと家族が必要な時期に必要な支援を
受けながら安心して生活していけるような支援の
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あり方や保健師と養護教諭の連携システムの構築
を検討していくために，まずは，本研究において，
学童期の発達障がいをもつ子どもへの保健師の支
援について，どのような動向があるのかを文献検
討を通して明らかにしていきたい。

Ⅱ．目的
　学童期の発達障がいをもつ子どもへの保健師の
支援について，既存研究からどのようなことが明
らかにされているのかを探求する。

Ⅲ．用語の定義
　発達障がい：「自閉症，アスペルガー症候群そ
の他の広汎性発達障害，学習障害，注意欠陥多動
性障害その他これに類する脳機能の障害であって
その症状が通常低年齢において発現するものとし
て政令に定めるもの」とする（発達障害者支援法
第 2 条）。

Ⅳ．研究方法
　本研究は，文献検討である。2005 年から 2016
年までの文献を検索した。文献検索は，医学中央
雑誌 Web 版を用いて「発達障がい」または「発
達障害」，「保健師」，「支援」をキーワードに検索
した結果 153 件，国立情報学研究所が提供する国
内刊行雑誌情報データベース（CiNii）を用いて

「発達障がい」または「発達障害」，「保健師」，「支
援」をキーワードに検索した結果 65 件， Google 
Scholar を用いて「発達障がい」または「発達障
害」，「学童期」または「就学後」，「保健師」，「支
援」をキーワードに検索した結果 1407 件の文献
が検索された。その後，学童期の発達障がいをも
つ子どもへの保健師の支援に直接関連のない文献
は削除し，10 件を分析対象とした。

Ⅴ．結果（表 1）
1．研究の動向
1）年次推移
　文献検討の結果，2007 年に 3 件，2008 年に 2 件，
2009 年に 1 件，2012 年に 1 件，2015 年に 1 件，
2016 年に 2 件の計 10 件の文献が検索された。研
究方法は，すべて質的研究であった。

2）研究対象
　4 件が保健師，3 件が親子，1 件が保健師と親，
2 件が事例であった。

2．発達障がいをもつ子どもと親のニーズの実態
　小学校に通学している自閉症の子どもをもつ母
親を対象に行ったインタビュー調査では，「小学
校入学後」の特徴的なニーズは，「児の学校生活
上の困難に対する援助」「友だちへの児の理解を
促す働きかけ」「教員と保護者との児の状況の共
有」「小学校への専門家からの助言」「小学校間
の支援格差の解消」の 5 つに分類された（堺ら，
2009）。また，「児の発達障がいにより支援を必要
とする状況」におけるニーズは，「発達障がい児
支援体制の充実」「同じ障がいの子をもつ親から
の助言」「障がいの発見からの継続支援と相談者
の存在」「支援機関に関する情報の提供」「親自身
の成長」の 5 つに分類された（堺ら，2009）。中井・
神垣（2012）は，就学前後を一体的に捉える視点
から就学前後の発達障がいをもつ子どもの親に対
し，必要としている支援について自由に記述して
もらった結果，就学後のニーズは，「支援体制の
整備」「個別性に応じた支援」「親同士のつなぎ」「将
来の不安への支援」「障害受容への支援」の 5 項
目であることを明らかにしている。
　発達障がいの子どもをもつ親の子育ての状況と
不安・ニーズの変化について，山本ら（2015）は，
幼児期から学童期，思春期まで縦断調査を行って
いる。その結果，幼児期から中学生までは，親の
不安は減少することはないこと，小学校，中学校
と学年が進むにつれて，「障がい児の問題行動そ
のものから生じるストレス」に加え，「学校教育
に関する問題から生じるストレス」，特に先生に
障がいを理解してもらえないことに対する不満が
多いことを明らかにしている。また，小学校 6 年
生頃からは，「障がい児の発達の現状及び将来に
対する不安から生じるストレス」に関連する不安
をもつ親が多く，診断名がつく前はどこに相談す
ればよいのか分からないという「社会的資源の不
備に対するストレス」をもつことも明らかにして
いる。
　これらの研究は，いずれも発達障がい児支援教
室や発達相談，親の会等，フォローにつながって
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いる親を対象としていた。共通されるニーズとし
て，学校生活における子どもの個性や特性を理解
した支援内容や支援体制づくり，将来も見据えた
支援の方向性，発達障がいをもつ子どもだけでな
く親も支援の主体となること，心理的支援の重要
性について，報告されている。 

3．発達障がいをもつ子どもと親への保健師の支援
1）学童期支援への保健師の認識と役割
　當山ら（2016）は，市町村保健師を対象に，発
達障がい児に対する学童期支援の必要性につい
て明らかにしている。保健師は，「学童期に新た
なニードが現れることがある」「学校外の支援者
が必要である」「多職種が連携した支援が必要で
ある」と認識していた。また，保健師は，発達障
がい児の「親・家族支援によって児の発達を助け
る」「地域での育ちを保障する」ことを，支援の
目的と認識していた。発達障がいをもつ子どもが
支援を必要とする現状として，「成長に伴い新た
な課題が出てくる」「乳幼児期に発見できないケー
スがある」「学童期は保護者へのサポートが少な
い」「教員の理解や支援体制が不十分である」「学
校側が支援していても補助的にかかわる必要のあ
るケースがいる」「保健師は地域で関われる数少
ない専門職である」ことがあげられていた。保健
師には「乳幼児期の支援で形成された信頼関係が
ある」という特性を活かした支援ができ，学校や
療育関係者等の「多職種が連携した支援が必要で
ある」ことも明らかにしている。加えて，「親へ
の支援で児の発達を助ける」「親や家族支援が必
要である」「学童期の発達障がい児も支援対象で
ある」「ライフサイクルに応じた途切れない支援
が必要である」ため，保健師は乳幼児期の情報を
次の支援者へ引き継ぎ，発達障がい児やその家族
を「地域で支える仕組みを作る必要がある」こと
も視野に入れた研究であった。
　軽度発達障がい児に対する保健師の役割につい
て，高見（2008）は市町村保健師にアンケート調
査を行った結果，「保護者が障害受容していく過
程での相談役」「早期発見・専門機関の紹介」「関
係機関とのコーディネート」「乳幼児期以降の福
祉・教育との連携」「育てにくさ等に対する具体
的な支援策の提供」であったことを明らかにして

いる。保健師の役割終了時期は，9 名中 5 名が就
学を区切りと考えており，「義務教育終了」「就労
まで」「生涯支援が必要」という回答もあった。
　以上のことから，保健師が発達障がいをもつ子
どもに対し学童期支援の必要性を認識しているこ
とは明らかにされており，専門性を活かした役割
についても一定の知見は示されている。しかしな
がら，保健師によって認識の相違があり，限られ
た地域における報告であるため，学童期の発達障
がいをもつ子どもへの支援に対し保健師の認識が
十分に反映できているとはいえない。一般化する
にはさらなる調査が必要となる。

2）学童期支援における保健師の支援内容と関係
機関における連携の実態
　高野（2007）は，就学時の連携や移行支援を重
視し，効果的かつ効率的な発達相談を行えるツー
ルを試作化するために，発達相談を受けた子ども
の事例検討を行っている。発達相談に来る 5 人
に 1 人程度の割合が小学生以上であり，小学生以
上の半数以上が小学生になってから初めて相談に
来ていたこと，学童期になると療育が終了し，地
域での支援の場が限られてくるという現状を明ら
かにしている。発達相談の現状からは，発達障が
いをもつ子どもの支援システムは十分とは言えな
い。生涯を通して本人が主体的に，快適に，安心
して生活できるような支援ツールが必要であるこ
とを明らかにしている。
　発達障がいをもつ子どもの就学支援では，高橋

（2008）は，小学校入学後の「フォローアップ期」
において，保健師は「保護者を支援する」ために
保護者の精神的な支援を目的とした家庭訪問，「保
育園 , 小学校と連携する」ために保健師，保育士，
養護教諭での情報交換や子育てネットワークでの
情報交換，「間接的に支援する」ために，子ども
と保護者が子育てネットワークや福祉サービス利
用の際に関係職種と入学後の子どもについて情報
共有していたことを明らかにしている。また，保
健師が就学委員会に参加することで，小学校入学
後の情報を得ることができるため，類似の障がい
等がある他の子どもの就学支援にも有益であると
報告しており，個から全体への支援システムの構
築について示唆されている。
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　神野ら（2007）の研究では，小規模都市ならで
はの取り組みが報告されている。発達相談ケース
の事例検討から，保健師は，新生児期から老人期
まで家族丸ごとを把握したフォローアップ体制を
とっていること，子どもに何らかの問題がある場
合は，医療，福祉，保育，教育等の関係機関との
連絡，連携をとり，保護者を支え，乳幼児期から
学童期と一貫した関わりや支援ができていること
を明らかにしている。就学前後で行政の担当課が
変わるが，発達相談員と保健師がともに就学前後
も関わるために一貫した支援が可能となっている
ことも報告している。加えて，発達相談の専門家
が関わることの重要性や心理分野の職員も含めた
他職種が関わることの必要性，必要な支援システ
ムを構築するために事例検討していくことの大切
さを示唆している。
　これらの研究は，保健師と多職種，他機関との
連携については，発達相談員との連携，教育委員
会や就学指導委員会との連携について明らかにし
ている研究であった。教育委員会等との連携につ
いて，梶川（2007）は，保健師への聞き取り調査
を行い，「就学後は保健師へ情報が入ってこない」

「教育委員会と連携していない。学校によって対
応に差があり，教育委員会との連携の必要性を感
じている」という課題を明らかにしている。また，
健診後フォローが必要となった子どもに保健師が
関わったケースの事例検討をしていく中で，「保
健師としては学齢期を見通した視点の支援はあま
りなされていない。就学後は保護者に出会う機会
もなくなる。」「小学校や養護学校等の学齢期以降
の情報を得る機会が少ない。」という課題がある
ことも明らかにしている（高見，2008）。これら
の課題から，各市町村や各ケースによって連携窓
口や連携方法が統一化されていないという実態が
明らかとなった。
　子吉（2016）は，発達障がい児の早期発見・支
援継続のための保健師による支援の指針を得るた
めに，保健師を対象として聞き取った結果，「地
域での生活も踏まえた包括的支援」「受容状況に
応じた支援」「保護者のニーズに沿った援助方法」

「発達障がい理解の啓発」「支援につなぐための援
助方法」「家族支援がある」という実態が明らか
になっている。

Ⅵ．考察
1．学童期における発達障がいをもつ子どもへの
支援に関する保健師の役割
　 今回検索された文献からは，学童期の発達障が
いをもつ子どもへの保健師の支援については，研
究がほとんどされていない実態が明らかとなっ
た。しかしながら，就学前の時期における研究
では，乳幼児期から就学前の発達障がい児支援の
支援体系において関係機関との連携の現状や保健
師の役割（植松，2015），「発達の遅れの発見と支
援導入期」から「入学準備期」までの各時期にお
ける自閉症児とその家族のニーズ（堺ら，2009），
就学前の発達障がいをもつ子どもとその家族に対
する保健師の支援技術や保健師の支援の特徴（中
山ら，2008），保護者にとって，5 歳児健診は，
支援が必要な子どもが巡回相談や医療機関等必要
な支援につながるために有用であるといえること

（子吉，2012）等において，明らかにされている。

1）保健師の認識と役割　
　発達障害者支援法により，市町村では，就学前
から発達障がいの早期発見・早期療育支援や乳幼
児期から就労までライフステージを通した切れ
目のない支援体制を構築してきた（文部科学省，
2004）。さらに，「特別支援教育」が開始されると，
発達障がいのある子どもをもつ親に対して，就学
前だけではなく就学後も見据えた支援が行われて
きた（文部科学省，2007）。「子どもの心身の健康
を守り，安全・安心を確保するために，学校全体
としての取り組みを進めるための方策」として，

「学校・家庭・地域社会の連携」が提唱されてい
る（文部科学省，2010）。
　しかしながら，高見（2008）の研究報告から，
学童期における発達障がいをもつ子どもへの支援
の必要性や保健師の役割が必要であるという認識
に差がみられた。学童期を見通した保健師の支援
があまりなされていないことや学童期以降の情報
を得る機会が少なく，支援の途切れやすさがある
実態を明らかにしている。梶川（2007）も同様に，
保健師に就学後の情報が入ってこない点や学校に
よる支援格差があることを述べている。就学後は
地域での発達障がいをもつ子どもへの支援の場
が限られてくるという現状がある（高野，2007）。
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そのため，学童期においては，学校保健と地域保
健との連携や，乳幼児期から就労までライフス
テージを通した切れ目のない支援体制の構築が円
滑に行われているとは言い難い。芳我ら（2016）
は，子どもの発達に存在する得意な領域と苦手な
領域の特性は，生涯続く可能性が高いと述べてい
る。このことを踏まえ，保健師は，乳幼児期に限
定しない継続した支援を行う必要性を認識するこ
とが必要であると考える。

2）地域保健と学校保健における連携
　学校保健と地域保健との連携の必要性，重要性
を唱える法律や施策が増加しており，今後さらに
その必要性が高まると考えられる。地域保健と学
校保健との連携の必要性については，母子保健法
第 8 条の 3 にも，母子保健に関する事業の実施に
は関連法令に基づき母性及び児童の保健及び福祉
に関する事業との連携と協調について定められて
いる（伊豆ら，2011）。
　学童期の発達障がいの問題は，学校生活，家庭
あるいは地域での生活の中で様々な影響を受けな
がら発生しており，学校だけで対応が可能な状況
ではなくなってきている。医療機関や相談機関だ
けでは解決が難しく，子どもを取り巻く環境その
ものへの支援となるため，学校・家庭・地域の連
携が重要である（石﨑，2010）。小学校における
通常学級での発達障がいをもつ子どもへの対応の
困難さや二次的障がいの予防，学校現場の課題で
あり発達障がいと関連があることも少なくない。
したがって，いじめや非行，不登校等においては，
乳幼児期から学童期，学校卒業後の社会生活に至
るまで，長期的な視点に立った支援の継続が必要
である（古井，2012）。神野ら（2007）の研究では，
発達障がいをもつ子どもたちが思春期になると，
学校になじみにくい等，様々な情緒的問題や行動
上の問題を呈することも報告されている。そのた
め，障がい特性を理解した上で，多様な側面から
切れ目のない一貫性のある教育・発達支援が重要
であると考えられる。加えて，学校保健のみなら
ず，地域保健あるいは生涯保健の一部と捉え，連
携しながら支援体制を整えていく必要がある。
　しかしながら，保健師を対象とした先行研究に
おいては，地域保健と学校保健との連携がとりに

くい要因や連携できない理由について明らかにさ
れていた（古田ら，2005）。澤登（2007）によると，
保健師は，入学後に学校と連携をとることは難し
く，就学後に発達障がいが発見されても地域保健
にフィードバックしないという課題があったと述
べている。梶川（2007）の研究でも，教育委員会
等との連携における課題が報告されている。これ
らのことから，縦割り行政により小学校入学前後
間での情報のやりとりが十分でない，あるいは個
人の健康に関する情報がつながっていない等の問
題点が指摘されており（衞藤ら，2002），地域保
健と学校保健との連携や支援の継続性の課題があ
るといわれてきた。また，子育て期の支援では，
様々な機関が関わり主な支援者が変わっていく中
で「縦割り」になりがちであり，十分な連携のと
れたきめ細やかな支援体制となっていない課題が
指摘されている（勝又，2017）。
　そのような中でも，学校教員は，関係機関との
連携は有効であると考え，「関係機関と学校の間
を調整してくれる役割」「地域と学校を調整して
くれる役割」「気軽に相談にのってくれる関係機
関」を求めていることも明らかにされている（古
井，2012）。教員も子どもの日常生活の支援を視
野に入れていること，連携に関するニーズが高い
と考えられる。保健師と養護教諭の連携に関して
認識の差はあるが，双方ともに相互連携の必要性
はあると捉えている報告がなされている（津村
ら，2004）（古田ら，2005）。特に，専門職である
市町村保健師と，学校教育の枠組みとして就学時
健診や相談等を行っている市町村教育委員会との
連携システムの必要性が示唆されている（伊勢，
2010）。大歳（2016）も述べているように，一人
ひとりの児童の特性に応じた教育を提供し，関係
機関と積極的に連携を図ることで，医療，福祉，
労働等の様々な側面から効果的な支援を推進して
いくことが重要であると考えられる。
　発達障がいをもつ子どもの早期発見から早期支
援に至る過程では，保健，医療，福祉，教育等様々
な機関や人が関わる。そのため，個々の機関で別々
に支援が行われていることが多く，幼児期の早期
支援が就学後の支援に適切につながっていない場
合も多くみられる（渥美ら，2010）。神野ら（2007）
も報告しているように，ひとりの子どもの乳児期
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から幼児期，学童期までを一貫してフォローでき
る体制作りや，一貫性，関連性，継続性のある相
談・支援機関が必要であり，それらを継続的にコー
ディネートできる地域に根ざした専門家の役割が
重要である。継続的な支援のためには，行政の枠
を超えた関係機関の連携が重要であるといえる。
　保健師は，保健，福祉，医療，教育と利用でき
る窓口を幅広くもっており，黒子として地域と学
校を結ぶことができる存在である（澤登，2007）。
そのため，各々の組織や機能・役割の理解を深め，
コミュニケーションが図れるようなネットワーク
システムの構築も可能である。また，保健師は地
域の子どもを就学や不登校，卒業に関わらず支援
を継続することができる存在である。そのため，
地域保健と学校保健との連携において，子どもの
成長の節目で支援が途絶えることのないような対
策が求められている。保健師の専門性を活かした
地域での生活を支える支援システムの構築が必要
であると考える。

3）学童期における発達障がいをもつ子ども・親
のニーズ
　発達障がいをもつ子どもの親に対する心理的
支援は就学前後に共通して必要である。山本ら

（2015）の研究でも報告されているように，親の
不安は減少することはなく，学習面に関する要望
や障がい特性を理解した個別性ある対応・指導に
関するニーズ，学校外での将来を見通した相談
機関・支援体制の整備が求められている。松岡
ら（2013）は，学童期に発達障がいをもつ子ども
が直面する特徴的な課題として，「子どもが何も
言わないために学校での様子が分からない」中
で，母親は学校生活を心配しながら見守っている
こと，学校への不安と遠慮，保護者への気遣いが
あると報告している。すなわち，学童期も途切れ
ることなく親子への支援が求められているといえ
る。高野（2007）は，学童期以降初めて発達相談
を受ける児童がいることからも，学校との連携の
必要性を報告している。「学童期に新たなニード
が現れる」ことからも，保健師による発達障がい
をもつ子どもへの学童期支援が必要である（當山
ら，2016）。
　中井（2012）の研究によると，親の障がい受容

の過程における心理的支援の必要性も示唆され
ている。高見（2008）は，発達障がいの障がい
の受容過程において，保健師は，保護者が子ども
の障がいを理解し受け止めていく過程を共有する
ことが役割であると述べている。特に母親は，児
の障がいに気づいたときに一人で抱え込むことが
多い。そのため，育児に関する電話相談等の育児
支援ネットワークにより家族内の関係調整を行う
ことも，母親の孤立を予防・軽減するための重要
な支援である（井伊ら，2009）。また，保健師は，
親の受容過程において，障がいの発見・支援だけ
でなく，育てにくさや育児不安の訴えのある保護
者に対する子育て支援の役割がある。保健師が学
童期も継続的に関わり不安の解消・軽減をしてい
くことは，親子の安心した生活や社会的孤立を防
ぐことにもつながるといえる。高橋（2008）の研
究においても，保健師は入学後も「保護者を支援
する」役割があり，保健師の専門性を活かした家
庭訪問の実施等，保護者の不安を解消する機会を
設ける必要性を述べている。以上のことから，学
童期も保健師の子育て支援が継続していくことは
言うまでもない。保健師は，親にも関わることが
できる専門職である。発達障がいをもつ子どもと
その家族に乳幼児期から関わっていた保健師だか
らこそ，築ける信頼関係やいつでも安心して相談
できる関係性があり，支援のきっかけをつくるこ
とができると考える。
　堺ら（2009），當山ら（2016）は，保健師には，
親子（家庭）・学校・地域をつなぐ発達障がい児
支援が求められていると報告している。すなわち，
その支援とは，地域保健と学校保健との連携，学
校生活及び地域での生活における学童期支援，小
学校間の支援格差の解消，学童期の発達障がいを
もつ子どもと親における相談機関等の学校外支援
者の整備，親同士のつながりを含めた地域の支援
体制の充実である。加えて，子吉（2016）は，学
童期に「担任が変わっても支援が継続されるよう
教員は関わることが必要である」と報告している。
発達障がいをもつ子どもと親のニーズからも保健
師の学童期支援は求められていると考えられる
が，支援体制はまだ十分に確立されているとは言
えない現状がある。地域・学校・関係機関等が一
体となった有機的な支援体制が必要であるといえ
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る。保健師は，学童期支援において，「多職種が
連携した支援が必要」であると認識している（當
山ら，2016）。保健師は，多職種の支援も視野に
入れ，発達障がいをもつ子どもとその親，家族の
情報を共有し関わり方を共通理解しながら，各々
の専門性を活かした継続的な関わりを調整してい
く支援者間支援において重要な役割があると考え
られる。

4）思春期・青年期から見た学童期支援の必要性
　高橋ら（2008）は，保健師が学童期以降も関わ
ることは，将来の地域での生活を見据えた継続
性・一貫性のある長期的な支援に有用であり，質
の高いサービスが提供できると報告している。支
援に関する情報の共有や引き継ぎは，個別ケース
から全体の支援体制を考えることや，青年期，成
人期，就労等における生涯支援につながると考え
られる。
　寺山ら（2013）は，発達障がいをもつ子どもの
引きこもり等の事例から，発達障がいの二次障が
い予防や幼少期からの継続的な支援の仕組みづく
りの必要性を言及している。幼少期や学童期に支
援を受けていても支援が途切れやすく，青年期に
再度相談に至る人，青年期に初めて支援につな
がる人もいる（塩川ら，2012）。青年期での不適
応や法を犯した事例によると，幼年期の支援の不
十分さや義務教育後の支援の途切れが原因と思わ
れるものも多く（木村，2012），継続的な支援の
重要性は言うまでもない。成人期で生活が難しく
なっている発達障がい者は，学齢期（思春期）で，
自分の意思や楽しみ・やりがい，自己肯定感，認
められている環境，信頼できる人，安心できる場
を失っている実態があった（佐藤ら，2013）。こ
れらを獲得できる環境を調整し保障していく視点
からも，乳幼児期から学童期，成人期までの継続
した支援の重要性が示唆されている。学童期で終
了するのではなく，母子保健から学校教育へ支援
が引き継がれることが重要である。また，成人の
生活像を理解し，学校教育から地域へと支援を引
き継いでいく体制づくりも必要と考えられる。

5）学童期支援に保健師が関わる意義
　子どもの健康問題は「学校保健法」が制定され

た昭和 33 年当時と比較すると，発達障がい児支
援や虐待予防支援，いじめ等問題が多様化し，よ
り専門的な視点での取り組みが求められている

（栗原，2010）。これらの解決を図るためには，健
康に関する課題を単に個人的な課題とするのでは
なく，学校，家庭，地域社会が連携し社会全体で
子どもの健康づくりに取り組んでいくことが必要
である（文部科学省，2010）。以前にも増して，
発達障がいをもつ子どもへの支援が緊要な課題で
あるといえる。
　保健師ら地域保健・福祉の関係者は，問題行動
をする子どもについて個別性を重視し，生活に根
差した視点で捉えようするが，学校の関係者は，
学校という集団の中の課題として捉えようとする

（澤登，2007）。まさに保健師は，発達障がいをも
つ子どもとその親の地域での生活を支える役割が
あるといえる。保健師は，人が産まれてから亡く
なるまでのすべてのライフステージにおいて，一
次予防から三次予防までの様々な健康レベルの
人々を対象として，地域特性や健康課題を推察し，
その解決に向けて様々な保健事業等を展開してい
る（伊豆ら，2011）。学校保健の対象となる児童
の健康の保持・増進に対しても例外でない。また，
植松（2015）も述べているように，保健師は，住
民のライフサイクル全体を通じて，個人及びその
家族全員に対し支援を行うことができる専門職で
ある。すなわち，学校側支援の限界である家族の
問題においても，保健師の支援技術は重要である。
家庭の問題や親の健康面において学校側が困って
いる部分を担当する中で，保健師の「家庭訪問技
術」「家族力を引き出す支援」「関係機関との連携
力」「コーディネート力」「マネジメント力」は
要になるといわれている（荒井ら，2013）。高橋

（2008）も，児の経過を把握している保健師によ
る家庭訪問の有効性を述べている。澤登（2007）
は，保健師は子どもの心の問題に寄り添える存在
であるとしている。保健師は，学童期の発達障が
いをもつ子どもや親にとっても，必要な時期に身
近な相談できる存在であるといえよう。親は相談
機関に，子どもへの理解，継続的な対応，必要な
タイミングで相談できることを求めている（水田
ら，2005）。保健師は，地域の住民にとって身近
な相談窓口として住民が利用する機会の多い機関
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であるため，親にとっても利用しやすい相談機関
となると考えられる。
　神野ら（2007）は，小規模都市において，保健
師は地域のすべての子ども，住民を把握しており，
医療，福祉，保育，教育等の機関が行政的につな
がりを持ち，乳幼児期から学童期まで一貫した教
育・発達支援システムの構築がなされていると報
告している。大規模都市であっても地域格差が生
まれず，ひとりの子どもの乳幼児期から学童期ま
で一貫性，関連性，継続性のある支援がなされる
よう，包括的な支援システムの整備が必要である。
伊勢（2010）も述べているように，発達障がいを
もつ子どもが確認されたため連携の必要性が生じ
るのではなく，連携体制を整備しておいて発達障
がい等の教育的ニーズをもつ幼児・児童が確認さ
れたときに遅滞なく効果的に対応できるよう予防
的な観点も必要である。年齢によって区分されず，
生涯を通してライフステージに応じた相談がしや
すい保健師の特性を活かして，保健師は障がいを
もつ子どもとその家族に対する相談支援の中核と
して，働きを持つことが重要であると考える。 
　保健師が行うべきことは，発達障がいを減らす
ことではなく，子どもが生活困難でない状態にな
るよう支援すること，ライフステージに関わらず
一貫した包括的な支援を継続していくこと，学校
保健のみならず，地域保健あるいは生涯保健の一
部と捉え，行政の枠を超えた連携しながら支援体
制を整えていくことが重要であるといえる。また，
発達障がいをもつ子どもの支援には社会の理解が
不可欠である（山縣，2013）。発達障がい児者が
地域で安心して暮らせるシステムは，当事者も含
む地域の人々や，他機関との連携・協働が不可欠
であり，地域での生活も踏まえた包括的支援や発
達障がい理解の啓発が求められている。
　保健師は，人の一生に関わることができる。発
達障がいをもつ子どもと親への学童期支援におい
て，発達障がい児者が「生涯を通して」「地域の
なかで」「その人らしく」生活できる地域社会の
実現のために，保健師の専門性である「みる」「つ
なぐ」「動かす」視点を持って，地域での生活を
支える支援システムを構築していくことが必要で
あると考える。また，支援システムを構築してい
く中で，多職種間をコーディネートしながら，地

域のネットワーク化を図り，地域支援力の向上を
実現させていくことが重要な役割であると考え
る。

Ⅶ．おわりに
　今後は，行政の枠を超えた支援システムの一助
となるように，学童期における発達障がいをもつ
子どもたちが現状の支援をどう捉えているか等も
明らかにし，保健師の支援のあり方を検討してい
きたい。
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率
的

な
発

達
相

談
を

行
え

る
ツ

ー
ル

を
試

作
化

す
る

た
め

に
，

発
達

相
談

を
受

け
た

子
ど

も
の

事
例

検
討

を
行

っ
た
。

そ
の

結
果
，

発
達

相
談

に
来

る
5
人

に
1
人

程
度

の
割

合
が

小
学

生
以

上
で

あ
り
，

小
学

生
以

上
の

半
数

以
上

が
小

学
生

に
な

っ
て

か
ら

初
め

て
相

談
に

来
て

い
た
。

ま
た
，

学
童

期
に
な
る
と
療
育
が
終
了
し
，
地
域
で
の
支
援
の
場
が
今
ま
で
以
上
に
限
ら
れ
て
く
る
と
い
う
現
状
が
分
か
っ
た
。

高
橋
佳
子

斉
藤
恵
美
子

発
達

障
害

児
の

就
学

支
援

に
お

け
る

保
健
師
の
役
割
の
検
討

支
援
内
容
の
分
析
か
ら

2
0
0
8

質
的
研
究

就
学

指
導

委
員

会
へ

の
参

加
経

験
が

あ
る

保
健
師

就
学

指
導

委
員

会
へ

の
参

加
経

験
が

あ
る

保
健

師
に

半
構

成
的

面
接

を
行

っ
た
。

そ
の

結
果
，

発
達

障
が

い
を

も
つ

子
ど

も
と

そ
の

家
族

へ
の

就
学

支
援

は
，「

就
学

準
備

期
」「

就
学

直
前

期
」「

フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
期
」
の

3
つ
の
時
期
に
区
分
さ
れ
て
い
た
。
小
学
校
入
学
後
の
「
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ

プ
期

」
に

お
い

て
保

健
師

は
，「

保
護

者
を

支
援

す
る

」「
保
育
園

,
小
学
校
と
連
携
す
る
」「

間
接
的
に
支
援
す
る
」
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

高
見
知
枝

「
軽

度
発

達
障

害
」

の
早

期
発

見
・

早
期

支
援

に
お

け
る

保
健

師
の

役
割

と
専
門
性

2
0
0
8

質
的
研
究

乳
幼

児
健

診
に

従
事

し
て

い
る

市
町

村
保

健
師

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
の

結
果
，

軽
度

発
達

障
が

い
児

に
対

す
る

保
健

師
の

役
割

は
，
「

保
護

者
が

障
害

受
容

を
し

て
い

く
過

程
で

の
相

談
役

」
6

名
，「

早
期
発
見
・
専
門
機
関
の
紹
介
」
4
名
，「

関
係
機
関

と
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
」
2
名
，「

乳
幼
児
期
以
降
の
福
祉
・
教
育
と
の
連
携
」
1
名
，

「
育

て
に

く
さ

な
ど

に
対

す
る

具
体

的
な

支
援

策
の

提
供

」
1
名

で
あ

っ
た
。

保
健

師
の

役
割

終
了

時
期

は
，
9
名

中
5
名

が
就

学
を

区
切

り
と
考
え
て
お
り
，「

義
務
教
育
終
了
」
「
就
労
ま
で
」
「
生

涯
支
援
が
必
要
」
と
い
う
回
答
が
あ
っ
た
。
保
健
師
が
健
診
後
フ
ォ
ロ
ー
に
関
わ
っ

た
ケ

ー
ス

の
事

例
検

討
し

た
結

果
，
「

保
健

師
と

し
て

は
学

齢
期

を
見

通
し

た
視

点
の

支
援

は
あ

ま
り

な
さ

れ
て

い
な

い
。

就
学

後
は

保
護

者
に
出
会
う
機
会
も
な
く
な
る
。
」
「
小
学
校
や
養
護
学
校
な
ど
の
学
齢
期
以
降
の
情
報
を
得
る
機
会
が
少
な
い
。
」
と
い
う
回
答
が
あ
っ
た
。

堺
博
美

中
山
貴
美
子

高
田
哲

事
例

検
討

か
ら

み
た

幼
児

期
の

自
閉

症
児

と
そ

の
家

族
に

お
け

る
就

学
前

の
ニ
ー
ズ
の
分
析

2
0
0
9

質
的
研
究

小
学

校
に

通
学

し
て

い
る

自
閉

症
の

子
ど

も
を
も
つ
母
親

半
構

造
化

面
接

に
よ

る
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
を

行
っ

た
。
「

小
学

校
入

学
後

」
の

過
程

に
お

け
る

特
徴

的
な

ニ
ー

ズ
は
，
「

児
の

学
校

生
活

上
の

困
難

に
対

す
る

援
助

」
「

友
だ

ち
へ

の
児

の
理

解
を

促
す

働
き

か
け

」
「

教
員

と
保

護
者

と
の

児
の

状
況

の
共

有
」
「

小
学

校
へ

の
専

門
家

か
ら

の
助

言
」
「

小
学

校
間

の
支

援
格

差
の

解
消

」
の

5
つ

に
整

理
さ

れ
た
。
「

小
学

校
入

学
後

」
も

共
通

す
る
「

児
の

発
達

障
害

に
よ

り
支

援
を

必
要

と
す

る
状

況
」

に
お

け
る

ニ
ー

ズ
は
，
「

発
達

障
害

児
支

援
体

制
の

充
実

」
「

同
じ

障
害

の
子

を
も

つ
親

か
ら

の
助

言
」
「

障
害

の
発

見
か
ら
の
継
続
支
援
と
相
談
者
の
存
在
」
「
支
援
機
関
に
関
す
る
情
報
の
提
供
」
「
親
自
身
の
成
長
」
の

5
つ
に
整
理
さ
れ
た
。

中
井
靖

神
垣
彬
子

就
学

前
後

を
一

体
的

に
と

ら
え

た
発

達
障

害
の

あ
る

子
ど

も
を

持
つ

親
に

対
す
る
支
援
モ
デ
ル
の
構
築

2
0
1
2

質
的
研
究

発
達

障
害

の
あ

る
子

ど
も

を
も

つ
親

の
会

に
所
属
す
る
親

就
学

前
後

の
発

達
障

が
い

を
も

つ
子

ど
も

の
親

に
対

し
，

必
要

と
し

て
い

る
支

援
に

つ
い

て
自

由
記

述
に

よ
る

質
的

研
究

を
行

っ
た
。

そ
の

結
果
，

就
学

後
の

ニ
ー

ズ
は
，
「

支
援

体
制

の
整

備
」
「

個
別

性
に

応
じ

た
支

援
」
「

親
同

士
の

つ
な

ぎ
」
「

将
来

の
不

安
へ

の
支

援
」
「

障
害

受
容
へ
の
支
援
」
の

5
項
目
で
あ
っ
た
。

山
本
理
絵

工
藤
英
美

神
田
直
子

発
達

障
害

を
も

つ
子

ど
も

の
乳

幼
児

期
か
ら
思
春
期
ま
で
の
縦
断
的
変
化

－
母

親
の

子
育

て
困

難
・

不
安
・

支
援
ニ
ー
ズ
を
中
心
に
－

2
0
1
5

質
的
研
究

健
診

受
診

者
及

び
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

グ
ル

ー
プ

参
加

者
の

母
親

で
あ

り
，

診
断

名
を

記
入

し
て

い
た

母
親

障
害
が
診
断
さ
れ
た
時
期
を
「
入
園
前
」「

入
園
後
」「

入
学
後
」
に
分
類
し
て
，
発
達
障
が
い
の
子
ど
も
を
も
つ
親
の
子
育
て
の
状
況
と
不
安
・

ニ
ー

ズ
の

変
化

に
つ

い
て
，

幼
児

期
か

ら
学

童
期
，

思
春

期
ま

で
縦

断
調

査
を

行
っ

た
。

そ
の

結
果
，

幼
児

期
か

ら
中

学
生

ま
で
，

親
の

不
安
は
減
少
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
小
学
校
，
中
学
校
と
学
年
が
進
む
に
つ
れ
て
，「

障
害
児
の
問
題
行
動
そ
の
も
の
か
ら
生
じ
る
ス
ト
レ
ス
」

に
加
え
，「

学
校
教
育
に
関
す
る
問
題
か
ら
生
じ
る
ス
ト
レ
ス
」
，
特
に
先
生
に
障
害
を
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
こ
と
に
対
す
る
不
満
が
多
か
っ

た
。

小
学

校
6
年

生
く

ら
い

か
ら

は
，
「

障
害

児
の

発
達

の
現

状
及

び
将

来
に

対
す

る
不

安
か

ら
生

じ
る

ス
ト

レ
ス

」
「

社
会

的
資

源
の

不
備

に
対
す
る
ス
ト
レ
ス
」
が
あ
っ
た
。

當
山
裕
子

桃
原
の
り
か

小
笹
美
子

宇
座
美
代
子

保
健

師
が

認
識

す
る

学
童

期
の

発
達

障
が
い
児
支
援
の
必
要
性

2
0
1
6

質
的
研
究

市
町
村
保
健
師

発
達

障
が

い
児

に
対

す
る

学
童

期
支

援
の

必
要

性
に

つ
い

て
自

記
式

質
問

紙
調

査
に

よ
る

質
的

機
能

的
研

究
を

行
っ

た
。

そ
の

結
果
，

保
健

師
は
，
支
援
が
必
要
と
な
る
背
景
と
し
て
，「

学
童
期
に
新
た
な
ニ
ー
ド
が
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
」
「
学
校
外
の
支
援
者
が
必
要
で
あ
る
」
「
多

職
種

が
連

携
し

た
支

援
が

必
要

で
あ

る
」

と
認

識
し

て
い

た
。

保
健

師
は
，

発
達

障
が

い
児

の
「

親
・

家
族

支
援

に
よ

っ
て

児
の

発
達

を
助

け
る
」
「
地
域
で
の
育
ち
を
保
障
す
る
」
こ
と
を
，
支
援
の
目
的
と
認
識
し
て
い
た
。

子
吉
知
恵
美

田
村
須
賀
子

発
達

障
害

を
危

惧
し

た
子

ど
も

と
家

族
へ

の
多

職
種

に
よ

る
支

援
を

視
野

に
入
れ
た
看
護
援
助
の
特
徴

2
0
1
6

質
的
研
究

支
援

を
受

け
て

い
る

子
ど

も
の

保
護

者
。

保
護

者
に

同
意

が
得

ら
れ
た
保
健
師
。

発
達

障
が

い
児

の
早

期
発

見
・

支
援

継
続

の
た

め
の

保
健

師
に

よ
る

支
援

の
指

針
を

得
る

た
め

に
，

保
健

師
を

対
象

と
し

て
聞

き
取

っ
た

結
果
，
「

地
域

で
の

生
活

も
踏

ま
え

た
包

括
的

支
援

」
「

受
容

状
況

に
応

じ
た

支
援

」
「

保
護

者
の

ニ
ー

ズ
に

沿
っ

た
援

助
方

法
」
「

発
達

障
が

い
理
解
の
啓
発
」
「
支
援
に
つ
な
ぐ
た
め
の
援
助
方
法
」
「
家
族
支
援
が
あ
る
」
と
い
う
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
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